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（
経
済
産
業
委
員
会
）

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
二
号

（
衆
議

）

院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
の
円
滑
な
実
施
と
安
全
の
確
保
の
た
め

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構

以

、

、

（

下
「
機
構
」
と
い
う

）
の
業
務
に
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
か
ら
発
生
す
る
長
半
減
期
低
発
熱
放
射
性
廃
棄
物
の
う
ち
地
層

。

処
分
が
必
要
な
も
の
等
の
最
終
処
分
業
務
を
追
加
し
、
そ
の
費
用
に
充
て
る
た
め
の
拠
出
金
の
納
付
を
再
処
理
施
設
等
設
置
者

に
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
放
射
能
濃
度
が
一
定
の
基
準
を
超
え
る
放
射
性
物
質
を
含
む
核
燃
料
物
質
等
の
埋
設
の
方
法
に
よ

る
最
終
的
な
処
分
を
行
お
う
と
す
る
事
業
者
に
対
し
て
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
災
害
の
防
止
を
図
る
た
め
の
措
置
を
義
務
付
け

る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

定
義

機
構
に
よ
る
最
終
処
分
の
対
象
と
な
る
「
特
定
放
射
性
廃
棄
物
」
と
し
て
、
長
半
減
期
低
発
熱
放
射
性
廃
棄
物
の
う
ち

地
層
処
分
が
必
要
な
も
の
等
を
追
加
す
る
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
定
義
に
「
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等

「
分
離
有
用
物

」
、
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質

「
残
存
物

「
第
一
種
特
定
放
射
性
廃
棄
物
（
現
行
法
の
「
特
定
放
射
性
廃
棄
物
」
及
び
代
替
取
得
に
よ
り
取
得

」
、

」
、

し
た
放
射
性
廃
棄
物

「
第
二
種
特
定
放
射
性
廃
棄
物
（
長
半
減
期
低
発
熱
放
射
性
廃
棄
物
の
う
ち
、
地
層
処
分
を
必

）
」
、

要
と
す
る
も
の

「
再
処
理
施
設
等
」
及
び
「
再
処
理
施
設
等
設
置
者
」
を
追
加
す
る
。

）
」
、

２

拠
出
金
の
納
付

イ

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
一
種
特
定
放
射
性
廃
棄
物
又
は
第
二
種
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
係
る
業

務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
機
構
に
対
し
拠
出
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

、

ロ

再
処
理
施
設
等
設
置
者
は

第
二
種
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
係
る
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め

機
構
に
対
し
拠
出
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

最
終
処
分
の
実
施

機
構
は
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
及
び
再
処
理
施
設
等
設
置
者
が
納
付
し
た
拠
出
金
に
係
る
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最

終
処
分
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

機
構
の
区
分
経
理

第
一
種
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
係
る
業
務
と
第
二
種
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
係
る
業
務
に
つ
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い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
原
子
力
発
電
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
た
め
の
積
立
金
の
積
立
て
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

原
子
力
発
電
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
た
め
の
積
立
金
の
積
立
て
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
際
、

現
に
使
用
済
燃
料
が
あ
る
特
定
実
用
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
積
み
立
て
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
使
用
済
燃
料
再
処
理
等
積

立
金
の
額
に
つ
い
て
、
著
し
い
事
情
の
変
更
が
あ
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
、
そ
の
額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

三
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

最
終
処
分
に
係
る
安
全
規
制
の
整
備

イ

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て

（

「

」

の
放
射
能
濃
度
が
一
定
の
基
準
を
超
え
る
も
の
の
埋
設
の
方
法
に
よ
る
最
終
的
な
処
分

以
下

第
一
種
廃
棄
物
埋
設

と
い
う

）
の
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

ロ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
設
計

及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
、
使
用
前
検
査
、
溶
接
の
検
査
並
び
に
施
設
定
期
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ハ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
坑
道
を
閉
鎖
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
閉
鎖

措
置
計
画
を
定
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
を
行
う
者
に
対
す
る
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規
制
の
義
務
付
け

、

。

イ

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
を
行
う
者
は

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ロ

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
を
行
う
者
は
、
核
物
質
防
護
規
定
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
、
そ
の
遵
守
状

況
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
期
に
行
う
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
を
行
う
者
は
、
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
業
務
を
統
一
的
に
管
理
さ
せ
る
た
め
、
核

物
質
防
護
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

五
、
検
討

政
府
は
、
こ
の
法
律
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
、
施
行
状
況
を
検
討
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結

果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。


